
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他のコンピュータが使用すべきデータを記憶する データ記憶部を備えた第１のコ
ンピュータと、
　自身の運用に使用するデータを記憶する運用データ記憶部を備え、前記第１ ータ記
憶部が記憶しているデータの転送を受けて自身の運用データ記憶部に記憶することにより
そのデータを使用する第２のコンピュータと
　を接続したコンピュータシステムにおいて、
　前記第１のコンピュータは、前記 データ記憶部が記憶しているデータの前記第２
のコンピュータの運用データ記憶部への転送条件を記憶する転送条件記憶部を備え、
　前記第２のコンピュータは、前記第１ ータ記憶部が記憶しているデータの分割転送
の可否を前記第１のコンピュータの転送条件記憶部の記憶内容に従って判定する判定部と
、該判定部が分割転送が可能であると判定した場合に、前記第１ ータ記憶部が記憶し
ているデータを分割して転送させる転送処理部と、該転送処理部が前記第１ ータ記憶
部から分割して転送させたデータを順次的に蓄積して記憶する データ記憶部とを備
え、前記 データ記憶部に記憶されたデータを前記運用データ記憶部に記憶させるべ
くなしてあること
　を特徴とするコンピュータシステム。
【請求項２】
　前記転送条件は、前記第１ ータ記憶部が記憶しているデータに関する、分割転送の
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可否、優先的な転送指定の有無、転送完了の期日指定の有無、分割回数の制限の有無、一
回あたりの転送データ量の制限の有無、及び前記第２のコンピュータの負荷による制限の
有無の内の１または複数であることを特徴とする請求項１に記載のコンピュータシステム
。
【請求項３】
　他のコンピュータが使用すべきデータを記憶する データ記憶部を備えた少なくと
も１台の第１のコンピュータと、
　自身の運用に使用するデータを記憶する運用データ記憶部を備え、前記第１ ータ記
憶部が記憶しているデータの転送を受けて自身の運用データ記憶部に記憶することにより
そのデータを使用する複数の第２のコンピュータと
　をネットワークで接続したコンピュータネットワークシステムにおいて、
　前記第１のコンピュータは、前記 データ記憶部が記憶しているデータの前記第２
のコンピュータの運用データ記憶部への転送条件を記憶する転送条件記憶部を備え、
　前記複数の第２のコンピュータはそれぞれ、前記第１ ータ記憶部が記憶しているデ
ータの分割転送の可否を前記第１のコンピュータの転送条件記憶部の記憶内容に従って判
定する判定部と、該判定部が分割転送が可能であると判定した場合に、前記第１ ータ
記憶部が記憶しているデータを分割して転送させる転送処理部と、該転送処理部が前記第
１ ータ記憶部から分割して転送させたデータを順次的に蓄積して記憶する デー
タ記憶部とを備え、前記 データ記憶部に記憶されたデータを前記運用データ記憶部
に記憶させるべくなしてあること
　を特徴とするコンピュータネットワークシステム。
【請求項４】
　前記転送条件は、前記第１ ータ記憶部が記憶しているデータに関する、分割転送の
可否、優先的な転送指定の有無、転送完了の期日指定の有無、分割回数の制限の有無、一
回あたりの転送データ量の制限の有無、及び前記第２のコンピュータの負荷による制限の
有無の内の１または複数であることを特徴とする請求項３に記載のコンピュータネットワ
ークシステム。
【請求項５】
　

自身の運用に使用するデータを記憶する運用データ記憶部を備え、
コンピュータから自身が使用すべきデータの転送を受けて前記運用データ記憶部に記

憶することによりそのデータを使用するコンピュータ 、
　 コンピュータからのデータの分割転送の可否を

に従って判定する判定部と、
　該判定部が分割転送が可能であると判定した場合に、 コンピュータ
からデータを分割して転送させる転送処理部と、
　該転送処理部が コンピュータから分割して転送させたデータを順次
的に蓄積して記憶するデータ記憶部と
　を備え、
　前記データ記憶部に記憶されたデータを前記運用データ記憶部に記憶させるべくなして
あることを特徴とするコンピュータ。
【請求項６】
　前記 条件は、 コンピュータから転送されるべきデータに関する
、分割転送の可否、優先的な転送指定の有無、転送完了の期日指定の有無、分割回数の制
限の有無、一回あたりの転送データ量の制限の有無、及び自身の負荷による制限の有無の
内の１または複数であることを特徴とする請求項５に記載のコンピュータ。
【請求項７】
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他のコンピュータが使用すべきデータを記憶すると共に前記記憶しているデータの他の
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他のコンピュータが使用すべきデータを記憶すると共に前記記憶しているデータの他の
コンピュータへの転送条件を記憶する転送条件記憶部を備えたコンピュータと接続されて



自身の運用
に使用するデータを記憶する運用データ記憶部を備えたコンピュータに、

コンピュータから自身が使用すべきデータの転送を受けて前記運用データ記憶部に記
憶させるためのコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
であって、
　
　 コンピュータからのデータの分割転送の可否を

に従って判定させる と、
　 転送が可能であると判定された場合に、 コンピュータからデー
タを分割して転送させる と、
　 コンピュータから分割して転送させたデータを順次的に

蓄積して記憶させる と、
　 記憶させたデータを前記運用データ記憶部に記憶させる と
　を を特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項８】
　 条件として、

コンピュータから転送されるべきデータに関する、分割転送の可否、優先的な転
送指定の有無、転送完了の期日指定の有無、分割回数の制限の有無、一回あたりの転送デ
ータ量の制限の有無、及び前記第２のコンピュータの負荷による制限の有無の内の１また
は複数を 読み取らせる を更に
含むことを特徴とする請求項７に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は２台のコンピュータが接続されたコンピュータシステム、及び３台以上のコンピ
ュータが接続されたコンピュータネットワークシステムに関し、特にクライアント／サー
バシステムにおいてサーバから各クライアントへソフトウェア資源を配布する機能に関す
る。また、そのようなコンピュータネットワークシステムに接続してソフトウェア資源の
配布を受けるコンピュータ及びそのためのコンピュータプログラムを記録した記録媒体に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
コンピュータのセルフメンテナンスシステムは、データ（アプリケーションファイル，デ
ータファイル等）のコピーをバックアップデータとしてバックアップ領域に保存しておき
、自己診断を行なった際にあるデータに損傷が生じていることが判明した場合、またコン
ピュータウィルスに感染している場合等にそのデータをバックアップ領域に保存されてい
るデータで書き換えて置換することにより直ちに修復することを可能にするためのシステ
ムである。
【０００３】
一方、近年ではパーソナルコンピュータの性能向上に伴って複数のコンピュータをネット
ワークで接続したクライアント／サーバシステムのようなコンピュータネットワークネッ
トワークシステムが普及している。クライアント／サーバシステムにおいては、ユーザの
操作ミス、または単純な環境設定ミス等が引金となってネットワークシステム全体に影響
するトラブルが発生し易く、そのような場合には、トラブルが解消するまでの間はメンテ
ナンス作業自体が不可能になると共にシステムダウンの状態に陥る虞もある。このような
虞はネットワークに接続するコンピュータの数が増加するに伴って大きくなるため、ネッ
トワークシステムが大きくなるに伴って、経済的な面での損失も無視出来なくなる。従っ
て、クライアント／サーバシステムのようなネットワークシステムでは、孤立して使用さ
れるスタンドアローンのコンピュータに比して、よりセルフメンテナンスが重要になる。
【０００４】
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更に、クライアント／サーバシステムのような複数のコンピュータをクライアント及びサ
ーバとして使用するシステムでは、コンピュータウィルスの伝染が近年の重要な問題とな
っている。即ち、クライアント／サーバシステムの複数のコンピュータの内の一つのコン
ピュータにコンピュータウィルスが侵入すると、ネットワークを介して全てのクライアン
ト及びサーバに伝染するため、重大な損失を招来する。このため、クライアント／サーバ
システムを快適に運用するためには、システムのメンテナンスが効率よく行なえることが
非常に重要になる。
【０００５】
ところで、上述のクライアント／サーバシステムのようなコンピュータネットワークシス
テムでは、ソフトウェア資源、たとえば新たなアプリケーションソフトウェアをクライア
ントにインストールする場合にはそのデータをサーバに登録しておき、またクライアント
が現に使用しているアプリケーションソフトウェアをバージョンアップする場合及びバグ
修正する場合等にはその差分データをサーバに登録しておき、いずれの場合にもサーバか
ら各クライアントに配布することにより個々のクライアントの動作環境の更新を行なって
いる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、このようなコンピュータネットワークシステムとしてのクライアント／サーバ
システムにおけるソフトウェア資源の配布処理は、  従来はサーバから各クライアントへ
のダウンロード及びダウンロードされたソフトウェア資源の各クライアントでの利用可能
な状態にするための適用処理が一括して行なわれており、その間、ネットワークに接続さ
れている全てのクライアントに対するソフトウェア資源の配布処理（ダウンロード及び更
新データの適用処理）が終了するまでは全てのクライアントは運用状態にはなれなかった
。
【０００７】
また、近年では個々のコンピュータの OS及びアプリケーションソフトのファイルサイズが
大きくなりまたその内容も複雑になっている。このため、上述のような OS及びアプリケー
ションソフトウェアのサイズの増大及びネットワークに接続するクライアント数の増加に
伴って上述のようなソフトウェア資源の配布に非常に多くの時間を要するようになってい
る。従って、サーバからクライアントへのソフトウェア資源の配布には益々時間を要し、
これに伴ってクライアントを使用できない時間も増大する傾向にある。
【０００８】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、サーバからクライアントへソフト
ウェア資源を配布する際の処理を分散させて配布処理の一回当たりのダウンロード時間、
データ量を調整することにより、ソフトウェア資源配布時のネットワーク全体の負荷を軽
減し得るコンピュータネットワークシステムの提供を目的とする。また、そのようなコン
ピュータネットワークシステムに接続してソフトウェア資源の配布を受けるコンピュータ
及びそれを汎用コンピュータで実現するためのコンピュータプログラムを記録した記録媒
体の提供をも目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は上述のような事情に鑑みてなされたものであり、端的には、クライアント／サー
バシステムのようなコンピュータネットワークシステムにおいて、第１のコンピュータ（
たとえばサーバユニット）から更新データを第２のコンピュータ（クライアントユニット
）へ分割ダウンロードするようにしている。
【００１０】
　本発明に係るコンピュータシステムは、他のコンピュータが使用すべきデータを記憶す
る データ記憶部を備えた第１のコンピュータと、自身の運用に使用するデータを記
憶する運用データ記憶部を備え、前記第１ ータ記憶部が記憶しているデータの転送を
受けて自身の運用データ記憶部に記憶することによりそのデータを使用する第２のコンピ
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ュータとを接続したコンピュータシステムにおいて、前記第１のコンピュータは、前記
データ記憶部が記憶しているデータの前記第２のコンピュータの運用データ記憶部へ

の転送条件を記憶する転送条件記憶部を備え、前記第２のコンピュータは、前記第１
ータ記憶部が記憶しているデータの分割転送の可否を前記第１のコンピュータの転送条件
記憶部の記憶内容に従って判定する判定部と、該判定部が分割転送が可能であると判定し
た場合に、前記第１ ータ記憶部が記憶しているデータを分割して転送させる転送処理
部と、該転送処理部が前記第１ ータ記憶部から分割して転送させたデータを順次的に
蓄積して記憶する データ記憶部とを備え、前記 データ記憶部に記憶されたデ
ータを前記運用データ記憶部に記憶させるべくなしてあることを特徴とする。
【００１１】
なお、本発明に係るコンピュータシステムはより具体的には、他のコンピュータが使用す
べきデータを記憶する記憶部を備えた第１のコンピュータと、自身の運用に使用するデー
タを記憶する記憶部を備え、前記第１のコンピュータの記憶部が記憶しているデータの転
送を受けて自身の記憶部に記憶することによりそのデータを使用する第２のコンピュータ
とを接続したコンピュータシステムにおいて、前記第１のコンピュータは、前記第２のコ
ンピュータの記憶部へのデータの転送条件を自身の記憶部に記憶しており、前記第２のコ
ンピュータは、自身の記憶部に接続されており、前記第１のコンピュータの記憶部が記憶
しているデータの分割転送の可否を前記第１のコンピュータの記憶部が記憶している転送
条件に従って判定する操作と、分割転送が可能であると判定された場合に、前記第１のコ
ンピュータの記憶部が記憶しているデータを分割して転送させる操作と、前記第１のコン
ピュータの記憶部から分割して転送させたデータを順次的に蓄積して自身の記憶部に記憶
させる操作とを実行することが可能な制御部を備えることを特徴とする。
【００１２】
このような本発明に係るコンピュータシステムでは、第１のコンピュータのデータ記憶部
が記憶しているデータが第２のコンピュータのデータ記憶部へ適宜のタイミングにおいて
分割して転送されて蓄積され、全体が転送されて一つのデータとして記憶された時点で運
用データ記憶部に記憶されて使用可能になる。
【００１３】
　また本発明に係るコンピュータシステムは、上述の構成において、前記転送条件は、前
記第１ ータ記憶部が記憶しているデータに関する、分割転送の可否、優先的な転送指
定の有無、転送完了の期日指定の有無、分割回数の制限の有無、一回あたりの転送データ
量の制限の有無、及び前記第２のコンピュータの負荷による制限の有無の内の１または複
数であることを特徴とする。
【００１４】
このような本発明に係るコンピュータシステムでは、転送条件に従って第２のコンピュー
タへのデータの分割転送の可否が判定されるため、種々の条件を設定することが可能であ
る。
【００１５】
　本発明に係るコンピュータネットワークシステムは、他のコンピュータが使用すべきデ
ータを記憶する データ記憶部を備えた少なくとも１台の第１のコンピュータと、自
身の運用に使用するデータを記憶する運用データ記憶部を備え、前記第１ ータ記憶部
が記憶しているデータの転送を受けて自身の運用データ記憶部に記憶することによりその
データを使用する複数の第２のコンピュータとをネットワークで接続したコンピュータネ
ットワークシステムにおいて、前記第１のコンピュータは、前記 データ記憶部が記
憶しているデータの前記第２のコンピュータの運用データ記憶部への転送条件を記憶する
転送条件記憶部を備え、前記複数の第２のコンピュータはそれぞれ、前記第１ ータ記
憶部が記憶しているデータの分割転送の可否を前記第１のコンピュータの転送条件記憶部
の記憶内容に従って判定する判定部と、該判定部が分割転送が可能であると判定した場合
に、前記第１ ータ記憶部が記憶しているデータを分割して転送させる転送処理部と、
該転送処理部が前記第１ ータ記憶部から分割して転送させたデータを順次的に蓄積し
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て記憶する データ記憶部とを備え、前記 データ記憶部に記憶されたデータを
前記運用データ記憶部に記憶させるべくなしてあることを特徴とする。
【００１６】
なお、本発明に係るコンピュータネットワークシステムはより具体的には、他のコンピュ
ータが使用すべきデータを記憶する記憶部を備えた少なくとも１台の第１のコンピュータ
と、自身の運用に使用するデータを記憶する記憶部を備え、前記第１のコンピュータの記
憶部が記憶しているデータの転送を受けて自身の記憶部に記憶することによりそのデータ
を使用する複数の第２のコンピュータとをネットワークで接続したコンピュータシステム
において、前記第１のコンピュータは、前記第２のコンピュータの記憶部へのデータの転
送条件を自身の記憶部に記憶しており、前記複数の第２のコンピュータはそれぞれ、自身
の記憶部に接続されており、前記第１のコンピュータの記憶部が記憶しているデータの分
割転送の可否を前記第１のコンピュータの記憶部が記憶している転送条件に従って判定す
る操作と、分割転送が可能であると判定された場合に、前記第１のコンピュータの記憶部
が記憶しているデータを分割して転送させる操作と、前記第１のコンピュータの記憶部か
ら分割して転送させたデータを順次的に蓄積して自身の記憶部に記憶させる操作とを実行
することが可能な制御部を備えることを特徴とする。
【００１７】
　このような本発明に係るコンピュータネットワークシステムでは、第１ コンピュータ
のデータ記憶部が記憶しているデータが複数の第２のコンピュータのデータ記憶部へそれ
ぞれ適宜のタイミングにおいて分割して転送されて蓄積され、それぞれの第２のコンピュ
ータにおいて全体が転送されて一つのデータとして記憶された時点で運用データ記憶部に
記憶されて使用可能になる。
【００１８】
　また本発明に係るコンピュータネットワークシステムは上述の構成において、前記転送
条件は、前記第１ ータ記憶部が記憶しているデータに関する、分割転送の可否、優先
的な転送指定の有無、転送完了の期日指定の有無、分割回数の制限の有無、一回あたりの
転送データ量の制限の有無、及び前記第２のコンピュータの負荷による制限の有無の内の
１または複数であることを特徴とする。
【００１９】
このような本発明に係るコンピュータネットワークシステムでは、転送条件に従って各第
２のコンピュータへのデータの分割転送の可否が判定されるため、各第２のコンピュータ
に種々の条件を設定することが可能である。
【００２０】
　本発明に係るコンピュータは、

自身の運用に使用するデータを記憶する運用データ
記憶部を備え、 コンピュータから自身が使用すべきデータの転送を受
けて前記運用データ記憶部に記憶することによりそのデータを使用するコンピュータ

、 コンピュータからのデータの分割転送の可否を
に従って判定する判定部と、該判定部が分

割転送が可能であると判定した場合に、 コンピュータからデータを分
割して転送させる転送処理部と、該転送処理部が コンピュータから分
割して転送させたデータを順次的に蓄積して記憶するデータ記憶部とを備え、前記データ
記憶部に記憶されたデータを前記運用データ記憶部に記憶させるべくなしてあることを特
徴とする。
【００２１】
　なお、本発明に係るコンピュータはより具体的には、自身の運用に使用するデータを記
憶する記憶部を備え、他のコンピュータから自身が使用すべきデータの転送を受けて前記
記憶部に記憶することによりそのデータを使用するコンピュータにおいて、前記記憶部に

されており、他のコンピュータからのデータの分割転送の可否を所与の条件に従って
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判定する操作と、分割転送が可能であると判定された場合に、他のコンピュータからデー
タを分割して転送させる操作と、他のコンピュータから分割して転送させたデータを順次
的に蓄積して前記記憶部に記憶させる操作と、記憶させたデータを自身の運用に使用可能
にする操作とを実行することが可能な制御部を備えたことを特徴とする。
【００２２】
このような本発明に係るコンピュータでは、他のコンピュータからデータがデータ記憶部
へ適宜のタイミングにおいて分割して転送されて蓄積され、全体が転送されて一つのデー
タとして記憶された時点で運用データ記憶部に記憶されて使用可能になる。
【００２３】
　また本発明に係るコンピュータは上述の構成において、前記 条件は、

コンピュータから転送されるべきデータに関する、分割転送の可否、優先的な転送
指定の有無、転送完了の期日指定の有無、分割回数の制限の有無、一回あたりの転送デー
タ量の制限の有無、及び自身の負荷による制限の有無の内の１または複数であることを特
徴とする。
【００２４】
このような本発明に係るコンピュータでは、転送条件に従ってデータの分割転送の可否が
判定されるため、種々の条件を設定することが可能である。
【００２５】
　本発明に係る記録媒体は、

自身の運用に使用するデータを記憶する運用データ記憶部を備えたコンピ
ュータに、 コンピュータから自身が使用すべきデータの転送を受けて
前記運用データ記憶部に記憶させるためのコンピュータプログラムを記憶したコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体であって、

コンピュータからのデータの分割転送の可否を
に従って判定させる と、 転送が可能で

あると判定された場合に、 コンピュータからデータを分割して転送さ
せる と、 コンピュータから分割して転送させたデータを順次的に

蓄積して記憶させる と、 記憶させたデータを前記運用デー
タ記憶部に記憶させる とを を特徴とする。
【００２６】
　このような本発明に係る記録媒体に記録されている をコンピュ
ータに読み込ませることにより、他のコンピュータからデータをデータ記憶部へ適宜のタ
イミングにおいて分割して転送させて蓄積し、全体が転送されて一つのデータとして記憶
された時点で運用データ記憶部に記憶 使用可能にするコンピュータが実
現される。
【００２７】
　また本発明に係る記録媒体は上述の構成において、

条件として、 コンピュータから転送される
べきデータに関する、分割転送の可否、優先的な転送指定の有無、転送完了の期日指定の
有無、分割回数の制限の有無、一回あたりの転送データ量の制限の有無、及び前記第２の
コンピュータの負荷による制限の有無の内の１または複数を

読み取らせる を更に含むことを特徴とする。
【００２８】
　このような本発明に係る記録媒体に記録されている をコンピュ
ータに読み込ませることにより、読み込んだ条件に従ってデータの分割転送の可否を判定
するコンピュータが実現される。
【００２９】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。図１は本発明に係るコン
ピュータネットワークシステムの構成例を示すブロック図である。なおこの例では、コン
ピュータネットワークシステムの一例としてのクライアント／サーバシステムが示されて
いる。
【００３０】
図１において、参照符号 100 は  LAN回線を、参照符号１はサーバコンピュータ（以下、サ
ーバユニットと言う）を、２はクライアントコンピュータ（以下、クライアントユニット
と言う）をそれぞれ示しており、これらはいずれも  LAN回線 100 に接続してネットワーク
システムとしてのクライアント／サーバシステムを構成している。なお、一つの  LAN回線
100 に対して、サーバユニット１及びクライアントユニット２はいずれも複数が接続可能
であるが、ここでは一つのサーバユニット１と二つのクライアントユニット２とが  LAN回
線 100 に接続されている例が示されている。但し、一つのサーバユニット１と一つのクラ
イアントユニット２とのみを接続したコンピュータシステムとして構成することも勿論可
能である。
【００３１】
また、クライアントユニット 2 は本発明のコンピュータであり、これに後述する本発明の
記録媒体からプログラムコードを読み取らせることにより、本発明のコンピュータネット
ワークシステムとしてのクライアント／サーバシステムに接続するクライアントユニット
２として機能する。
【００３２】
サーバユニット１及びクライアントユニット２はいずれもハードウェアとしては CPU,メモ
リ , ディスクユニット  (ハードディスク , フレキシブルディスク等 ),プリンタ , ディスプ
レイ，キーボード，マウス等を備えた汎用のパーソナルコンピュータであり、それぞれの
ユニットにはハードディスク，磁気テープ等のハードウェアを利用した大容量記憶媒体 10
, 20が接続されており、 OS(Operating System)及び種々のソフトウェアがインストールさ
れている。
【００３３】
サーバユニット１の記憶媒体 10には、サーバシステムファイル 11、バックアップファイル
12、更新情報ファイル 13、更新データファイル 14等のファイル化された情報が格納されて
いる。
【００３４】
サーバシステムファイル 11にはサーバユニット１自身の動作に必要な OS及び種々のアプリ
ケーションソフトウェアがファイル化されて格納されており、それらがサーバユニット１
により実行された場合には運用部 111 として機能する。また、バックアップファイル 12に
は、各クライアント２のためのバックアップデータが保存されている。
【００３５】
更新情報ファイル 13には、更新データが更新データファイル 14に登録されている場合にそ
れに関する種々の情報が保存されている。ここで種々の情報とは、個々の更新データのサ
イズ等の固有の情報はもちろんのこと、クライアントユニット２へのダウンロードの際の
条件、たとえば分割ダウンロード可能であるかまたは一括ダウンロードのみ可能であるか
、至急（優先的に）ダウンロードする必要があるかまたは通常の処理でよいか、ダウンロ
ード完了の期日指定があるか否か、分割ダウンロードする場合の回数指定があるか否か、
分割ダウンロードする場合の一回あたりの転送データ量、分割ダウンロード可能なクライ
アントの負荷状況等がダウンロード条件として予め登録されている。
【００３６】
更新データファイル 14には更新データそのものが保存される。なお、更新データはサーバ
ユニット１の運用部 111 により必要な場合に外部から、または  LAN回線 100 を介して他の
コンピュータから読み込まれ、更新データファイル 14に保存される。
【００３７】
クライアントユニット２の記憶媒体 20には、運用システムファイル 21、マスタログファイ
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ル 22、セルフメンテナンスシステムファイル 23、更新データファイル 24等のファイル化さ
れた情報が格納されている。
【００３８】
運用システムファイル 21には、そのクライアントユニット２に必要な OS及び種々のアプリ
ケーションソフトウェアがファイル化されて格納されており、それらがクライアントユニ
ット２により実行された場合には、運用部 211 として機能する。運用部 211 は運用システ
ムファイル 21に格納されているたとえばワードプロセッサ、スプレッドシート等の一般的
なアプリケーションソフトウェアがクライアントユニット２により実行された場合にそれ
らの機能を実行する。
【００３９】
マスタログファイル 22はこのクライアントユニット２の運用履歴を保持しており、セルフ
メンテナンスに際して参照される。
【００４０】
また、セルフメンテナンスシステムファイル 23にはクライアントユニット２自身の自己メ
ンテナンスに必要な種々のソフトウェアがファイル化されて格納されており、それらがク
ライアントユニット２により実行された場合には、自己診断／自動修復部 212 、更新処理
部 213 及び更新処理判定部 214 として機能する。
【００４１】
更新データファイル 24は、サーバユニット１から分割または一括ダウンロードした更新デ
ータを一旦記憶する。一括ダウンロードされた更新データはセルフメンテナンス時に更新
データファイル 24から運用システムファイル 21に移されてインストールされ、その時点で
使用可能になる。また、更新データファイル 24は分割ダウンロードに際しては、一個の更
新データの全体が揃うまで各分割ダウンロード時にそれぞれダウンロードしたデータを順
次的に蓄積する。そして、一個の更新データの全体が揃うと、それが一括してセルフメン
テナンス時に更新データファイル 24から運用システムファイル 21にインストールされ、そ
の時点で使用可能になる。
【００４２】
自己診断／自動修復部 212 は、たとえば電源投入時またはユーザからの指示があった場合
等の適宜のタイミングにおいてクライアントユニット２自身の自己診断を実行し、バック
アップデータによって修復すべきファイルの存否を判断し、登録されている場合にはサー
バユニット１のバックアップファイル 12から必要なファイルを読み出して修復する。
【００４３】
また、更新処理部 213 は更新データの転送処理部として機能し、外部入力が所定時間継続
して行なわれないような適宜のタイミングにおいて、サーバユニット１の更新情報ファイ
ル 13の内容を参照して更新処理の必要性を判断する。更新処理判定部 214 は、更新処理部
213 による更新処理の実行時に、更新処理の内のサーバユニット１からの更新データのダ
ウンロードを一括して行なうか、または分割して行なうかを判断する。
【００４４】
このようなクライアント／サーバシステムでは通常は、クライアントユニット２の電源が
投入されて起動するとそのクライアントユニット２のセルフメンテナンスシステムファイ
ル 24に保存されている自己診断を行なうためのソフトウェアにより自己診断／自動修復部
212 が起動する。そして、まず自己診断／自動修復部 212 によるクライアントユニット２
の自己診断が実行される。但し、電源投入時のみならず、メンテナンス処理が可能な時点
であれば任意の時点においてユーザが指示を与えることにより同様のセルフメンテナンス
の実行が可能である。
【００４５】
この自己診断／自動修復部 212 による自己診断が実行されることにより、運用システムフ
ァイル 21及びマスタログファイル 22の内容が比較されてクライアントユニット２のシステ
ム環境、即ちソフトウェア等のフォルダ／ファイルに関して変更、新規作成があったか否
かが診断され、修復が必要なデータ（フォルダ／ファイル）がある場合にはサーバユニッ
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ト１のバックアップファイル 12からバックアップデータが読み出され、運用システムファ
イル 21に再インストールされることにより修復が必要な部分が修復される。
【００４６】
通常の場合は以上のようにしてクライアントユニット２は運用可能な状態になるが、更新
処理部 213 はクライアントユニット２のセルフメンテナンス時及びその後の通常の運用時
の適宜のタイミング、たとえば外部入力が所定時間継続して行なわれないような場合に更
新処理、即ちサーバユニット１の更新データファイル 14に登録されている更新データの更
新データファイル 24へのダウンロードを実行する。
【００４７】
図２は本発明に係るコンピュータネットワークシステムの更新処理の手順を示すフローチ
ャートである。以下、この図２のフローチャートを参照してサーバユニット１とクライア
ントユニット２とで実行される更新処理の手順について説明する。
【００４８】
サーバユニット１は、上述のような適宜のタイミングにおいてサーバユニット１の更新情
報ファイル 13の内容から更新データの有無を判断する  (ステップ S11)。更新データが登録
されていない場合は  (ステップ S11 で "NO") 、その時点の状態、即ち運用状態またはセル
フメンテナンス処理実行状態が継続されつつ次の適宜のタイミングでステップ S11 の処理
が再度行なわれる。
【００４９】
更新データが登録されている場合は  (ステップ S11 で "YES")、更新処理部 213 はクライア
ントユニット２が現在運用中であるか否か、具体的にはセルフメンテナンス処理中である
かを判断する  (ステップ S12)。運用中ではない  (ステップ S12 で "NO") 、即ちセルフメン
テナンス処理中である場合は更新処理部 213 は登録されていることがサーバユニット１の
更新情報ファイル 13の内容で示されている更新データの内のいずれかのダウンロードが既
に完了しているか否かを判断する  (ステップ S13)。
【００５０】
ダウンロードが完了した更新データが存在する場合、それは更新データファイル 24に保存
されているので、更新処理部 213 は更新データファイル 24からその更新データを運用シス
テムファイル 21にインストールして使用可能な状態にする適用処理を実行し  (ステップ S1
4)、次の適宜のタイミングにおいて再度ステップ S11 の処理を実行して他に更新データが
サーバユニット１の更新データファイル 14に登録されているか否かを判断する。
【００５１】
上述のステップ S13 においてダウンロードが完了した更新データが存在しない場合  (ステ
ップ S13 で” NO" ）、及び前述のステップ S12 において既にクライアントユニット２が運
用状態に入っている場合  (ステップ S12 で "YES")、更新処理部 213 はサーバユニット１に
登録されている更新データに関して更新処理判定部 214 に更新処理の判定を行なわせる  (
ステップ S15)。
【００５２】
図３は本発明に係るコンピュータネットワークシステムの分割／一括ダウンロードの判定
手順を示すフローチャートである。なおこの更新処理は更新処理判定部 214 により実行さ
れる。
【００５３】
まず、更新処理判定部 214 はサーバユニット１の更新情報ファイル 13の内容に従って、サ
ーバユニット１の更新データファイル 14に登録されている更新データの分割ダウンロード
が既に開始済みであるか否かを判断する  (ステップ S51)。即ち、サーバユニット１の更新
データファイル 24に登録されている更新データのクライアントユニット２への分割ダウン
ロードが既に何回か行なわれてはいるが全体のダウンロードはまだ完了していない状態で
あるか否かが判断される。
【００５４】
既に分割ダウンロードが何回か行なわれている場合には  (ステップ S51 で "YES")、更新処
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理判定部 214 はその更新データの転送状況をサーバユニット１の更新情報ファイル 13から
読み込み  (ステップ S52)、その更新データに期日指定が有るか否かを判断する  (ステップ
S53)。期日指定が無い場合は  (ステップ S53 で "NO") 、更新処理判定部 214 は次にその更
新データに分割回数の指定が有るか否かをサーバユニット１の更新情報ファイル 13の内容
から判断する  (ステップ S54)。分割回数が指定されていない場合は  (ステップ S54 で” NO
" ）、その更新データの分割ダウンロードを指定し  (ステップ S55)、メインルーチンへリ
ターンする。
【００５５】
なお、ステップ S53 において期日指定が有った場合は  (ステップ S53 で "YES")、更新処理
判定部 214 はサーバユニット１の更新情報ファイル 13から指定期日を読み出し、指定期日
が現在日から所定日数内であるか否かを判断する  (ステップ S56)。指定期日が現在日から
所定日数内でない場合は  (ステップ S56 で "NO") 、前述のステップ S54 へ処理が進められ
るが、指定期日が現在日から所定日数内である場合は  (ステップ S56 で "YES")、分割ダウ
ンロードする期日的な余裕が無いので更新処理判定部 214 はその更新データの一括ダウン
ロードを指定し  (ステップ S58)、メインルーチンへリターンする。
【００５６】
また、ステップ S54 において分割回数が指定されていた場合は  (ステップ S54 で "YES")、
更新処理判定部 214 はその更新データに指定されている分割回数が所定回数以下である否
かを判断する  (ステップ S57)。指定されている分割回数が所定回数以下である場合は  (ス
テップ S57 で "YES")、前述のステップ S55 へ処理が進められるが、指定されている分割回
数が所定回数より多い場合は  (ステップ S57 で” NO" ）、更新処理判定部 214 はその更新
データの一括ダウンロードを指定し  (ステップ S58)、メインルーチンへリターンする。分
割ダウンロードの指定回数が個々のクライアントユニット２に設定されている所定回数よ
りも多い場合に一括ダウンロードを行なう理由は、所定回数以上の分割ダウンロードの実
行によりクライアントユニット２に過重な負荷が加わることを回避するためである。
【００５７】
一方、ステップ S51 において分割ダウンロードは開始されていないと判断された場合は  (
ステップ S51 で "NO") 、その更新データを分割ダウンロードすることが可能であるか否か
が未だ判明していないため、更新処理判定部 214 は次にその判断を行なう。まず、更新処
理判定部 214 はその更新データの情報をサーバユニット１の更新情報ファイル 13から入手
し  (ステップ S61)、一括ダウンロードの指定が行なわれているか否かを判断する  (ステッ
プ S62)。一括ダウンロードが指定されている場合は  (ステップ S62 で "YES")、更新処理判
定部 214 はその更新データの一括ダウンロードを指定し  (ステップ S58)、メインルーチン
へリターンする。
【００５８】
一括ダウンロードの指定が行なわれていない場合は  (ステップ S62 で "NO") 、更新処理判
定部 214 は次に至急ダウンロードが指定されているか否かをサーバユニット１の更新情報
ファイル 13の内容から判断する  (ステップ S63)。至急ダウンロードが指定されている場合
は  (ステップ S63 で "YES")、更新処理判定部 214 はその更新データを至急にダウンロード
するために一括ダウンロードを指定し  (ステップ S58)、メインルーチンへリターンする。
なお、至急ダウンロードの指定が行なわれていない場合は  (ステップ S63 で "NO") 、前述
のステップ S53 へ処理が進められる。
【００５９】
　上述のようにしてステップ S15 での更新処理の判定、具体的には分割ダウンロードまた
は一括ダウンロードのいずれをを行なうかの判定が行なわれた後に図２に示されているメ
インルーチンへ処理が 、分割ダウンロードが指定されていた場合は  (ステップ S16 
で "YES")、分割ダウンロードが一回実行される  (ステップ S17)。
【００６０】
このステップ S17 の処理について以下に説明する。図４は本発明のコンピュータネットワ
ークシステムの分割ダウンロードの処理手順を示すフローチャートである。
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【００６１】
まず、クライアントユニット２の更新処理部 213 はサーバユニット１の更新情報ファイル
13から更新データの転送状況、具体的にはこれから分割ダウンロードする更新データのそ
れまでの転送状況を読み出す  (ステップ S71)。次に、更新処理部 213 は更新情報ファイル
13から読み出した転送状況に従って、たとえば過去に全く転送されたことが無い場合には
先頭から、既に何回か分割ダウンロードされている場合にはその次の部分から、サーバユ
ニット１の更新データファイル 14から更新データを読み出してクライアントユニット２の
更新データファイル 24へデータの転送を開始する  (ステップ S72)。
【００６２】
このようにしてサーバユニット１の更新データファイル 14からクライアントユニット２の
バックアップファイル 23への更新データの転送が開始されると、更新処理部 213 はシステ
ム状態、転送量、期日及び回数がいずれもしきい値以下であるか否か  (ステップ S73)、終
了指示の有無  (ステップ S74)をチェックしつつデータの転送量が一回の分割ダウンロード
量として予め設定されている所定量に達するまで  (ステップ S75 で "YES")データの転送を
行なう。
【００６３】
システム状態、転送量、期日及び回数内のいずれかがしきい値を越える場合は  (ステップ
S73 で "NO") 、更新処理部 213 は分割ダウンロードの継続が可能であるか否かを判断し  (
ステップ S78)、不可能である場合は  (ステップ S78 で” NO" ）、一括ダウンロードの指定
を行ない  (ステップ S79)、リターンする。しかし、分割ダウンロードの継続が可能である
場合は  (ステップ S78 で "YES")、更新処理部 213 は一旦データの転送を終了し  (ステップ
S76)、その時点までのデータの転送状況をサーバユニット１の更新情報ファイル 13に更新
データの転送状況として書き込み  (ステップ S77)、メインルーチンへリターンする。
【００６４】
また、サーバユニット１またはクライアントユニット２から終了指示が与えられた場合  (
ステップ S74 で "YES")及びデータの転送量が所定量に達した場合も  (ステップ S75 で "YES
")、上述同様にステップ S76 及びステップ S77 の処理が実行され、その後にメインルーチ
ンへリターンする。
【００６５】
なお、上述のステップ S79 において一括ダウンロードが指定された場合は、図２に示され
ているメインルーチンへリターンした後にステップ S19 において一括ダウンロードの指定
の有無が判定されるので、後述するステップ S18 へ処理が進められて一括ダウンロードが
実行される。
【００６６】
このようにして一回の分割ダウンロードが実行された後、クライアントユニット２の運用
中の次の適宜のタイミングにおいてステップ S11 以下の処理が反復されることにより、一
つの更新データが順次的に分割ダウンロードされてクライアントユニット２の更新データ
ファイル 24に順次的に蓄積されてゆき、やがて一つの更新データの全体のサーバユニット
１の更新データファイル 14からクライアントユニット２の更新データファイル 24へのダウ
ンロードが完了する。この場合には、次にクライアントユニット２においてセルフメンテ
ナンス処理が実行される際にステップ 12、ステップ S13 、ステップ S14 の処理が行なわれ
るので、ダウンロードが完了して更新データファイル 24に蓄積された更新データが運用シ
ステムファイル 21にインストールされて使用可能になる。
【００６７】
また、ステップ S15 において一括ダウンロードが指定された場合  (ステップ S16 で "NO") 
、及びステップ S17 の処理中に一括ダウンロードが指定された場合は  (ステップ S19 で "Y
ES")、一括ダウンロードが実行される  (ステップ S18)。これにより、一つの更新データが
直ちに一括ダウンロードされてクライアントユニット２の更新データファイル 24に保存さ
れる。この場合には、次にクライアントユニット２においてセルフメンテナンス処理が実
行される際にステップ 12、ステップ S13 、ステップ S14 の処理が行なわれるので、ダウン
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ロードが完了して更新データファイル 24に蓄積された更新データが運用システムファイル
21にインストールされて使用可能になる。
【００６８】
図５は本発明のコンピュータネットワークシステムの他の実施の形態を示すブロック図で
ある。この例では、図１に示されているサーバユニット１が備えているファイルの内の更
新情報ファイル 13及び更新データファイル 14を、診断対象のクライアントユニット２とは
異なるたとえば管理者がシステムの管理のために使用するシステム管理用のクライアント
ユニット 200 に接続された大容量記憶媒体 20-1に更新情報ファイル 25及び更新データファ
イル 26として保存されている。また、システム管理用のクライアントユニット 200 には、
このクライアントユニット 200 の運用のための運用部 211 及びシステムを管理するための
管理部 220 も備えられている。
【００６９】
このような図５に示されているコンピュータネットワークシステムでは、更新データを管
理用のクライアントユニット 200 の更新データファイル 26に登録することが可能であるた
め、この更新データファイル 26に登録されている更新データに関する種々の条件を管理者
がクライアントユニット 200 を介して更新情報ファイル 25に設定することが容易になる。
【００７０】
ところで、上述のような本発明のコンピュータであるクライアントユニット２はたとえば
パーソナルコンピュータのような汎用コンピュータに、記録媒体に記録されているソフト
ウェアプログラムを読み込ませてインストールすることにより実現可能である。
【００７１】
図６は本発明に係るコンピュータとしての汎用コンピュータの構成例を示す模式図である
。この汎用コンピュータ（パーソナルコンピュータ） PCには、上述のような本発明のコン
ピュータとしてのクライアントユニット２として機能させるためのプログラム PGが記録さ
れたフレキシブルディスク 205Mからその記録内容  (プログラムコード ) を読み取るための
フレキシブルディスクドライブ 205 及び／又は上述のような処理プログラム PGが記録され
た CD-ROM206Mからその記録内容  (プログラムコード ) を読み取るための CD-ROMドライブ 20
6 が備えられている。
【００７２】
なお、参照符号 201 は  CRTディスプレイ等の表示装置を、 203 はマウス等のポインティン
グデバイスを、 204 はキーボード等の入力装置を示している。
【００７３】
フレキシブルディスクドライブ 205 によりフレキシブルディスク 205Mから読み取られたプ
ログラム PGのコードまたは CD-ROMドライブ 206 により CD-ROM206Mから読み取られたプログ
ラム PGのコードはたとえばハードディスクを利用した記憶媒体 20(10)にインストールされ
、前述の如く、種々の機能部として機能する。
【００７４】
なお、ここでは記録媒体としてはフレキシブルディスク及び／又は CD-ROMを示したが、こ
れらに限られることはなく、適宜のドライブ  (読み取り手段 ) と組み合わせることにより
、磁気テープ , 光磁気ディスク等の利用も勿論可能であることは言うまでもない。
【００７５】
また参照符号 100 は  LAN回線であり、他のコンピュータ（サーバユニット）または管理セ
ンタとこのパーソナルコンピュータ PCとを接続している。従って、この  LAN回線 100 を介
して他のコンピュータまたは管理センタから処理プログラム PGをインストールすることも
可能である。
【００７６】
図７は本発明に係る記録媒体に記録されたコンピュータプログラムの内容を示す模式図で
ある。具体的には、記録媒体の一例としてのフレキシブルディスク 205Mに記録されている
本発明のコンピュータ PCとしてのクライアントユニット２の機能を実現させるためのプロ
グラム PGの内容、即ちプログラムコードを示している。
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【００７７】
図７に示されているフレキシブルディスク 205Mは、自身の運用に使用するデータを記憶す
る運用システムファイル 21を備えたクライアントユニット２に、  LAN回線 100 を介して接
続されているサーバユニット１から自身が使用すべき更新データの転送を受けて運用シス
テムファイル 21に記憶させるためのコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ読み
取り可能な記録媒体である。
【００７８】
そしてそのコンピュータプログラムの具体的な内容は、サーバユニット１からの更新デー
タの分割転送の可否を所与の条件に従って判定させるプログラムコード PC11と、分割転送
が可能であると判定された場合に、サーバユニット１から更新データを分割して転送させ
るプログラムコード PC12と、サーバユニット１から分割して転送させたデータを順次的に
蓄積して更新データファイル 24に更新データとして記憶させるプログラムコード PC13と、
更新データファイル 24に記憶させた更新データを運用システムファイル 21に記憶させるプ
ログラムコード PC14とを含むコンピュータプログラムである。
【００７９】
更にこのコンピュータプログラムには、所与の条件として、サーバユニット１から転送さ
れるべき更新データに関する、分割転送の可否、優先的な転送指定の有無、転送完了の期
日指定の有無、分割回数の制限の有無、一回あたりの転送データ量の制限の有無、及びク
ライアントユニット２の負荷による制限の有無の内の１または複数をサーバユニット１か
ら読み取らせるプログラムコード PC15を更に含む。
【００８０】
このような記録媒体の一例としてのフレキシブルディスク 205Mに記録されているプログラ
ム PGを汎用コンピュータが読み込むことにより前述のような本発明のクライアントユニッ
ト２として機能する。
【００８１】
【発明の効果】
以上に詳述したように本発明のコンピュータネットワークシステム、コンピュータシステ
ム及びコンピュータによれば、第１のコンピュータの更新データ記憶手段が記憶している
更新データが第２のコンピュータの更新データ記憶手段へ適宜のタイミングにおいて分割
して転送されて蓄積され、全体が転送されて一つの更新データとして記憶された時点で運
用システム記憶手段に記憶されて使用可能になる。このため、更新データを一括して配布
する従来のシステムでは更新データの配布が完了するまでは第２のコンピュータは運用状
態にはならなかったが、本発明のコンピュータネットワークシステムでは、運用状態の合
間に更新データが分割して転送される。
【００８２】
また本発明に係るコンピュータネットワークシステム、コンピュータシステム及びコンピ
ュータによれば、転送条件記憶手段に記憶されている条件に従って更新データの分割転送
の可否が判定されるため、コンピュータの使用条件等に応じて分割転送を行なうか否か、
行なう場合には種々の条件を設定することが可能になる。
【００８３】
　また、本発明の記録媒体によれば、その記録内容であるコンピュータプログラムを汎用
コンピュータに読み込ませることにより、上述のようなコンピュータが実現され また
、コンピュータプログラム の内の少なくとも一つをコンピュータネットワ
ークシステムに接続されたコンピュータに ことにより、上述のようなコンピュ
ータネットワークシステムに接続されたコンピュータが実現される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るコンピュータネットワークシステムの構成例を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明に係るコンピュータネットワークシステムの更新処理の手順を示すフロー
チャートである。
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【図３】本発明に係るコンピュータネットワークシステムの分割／一括ダウンロードの判
定手順を示すフローチャートである。
【図４】本発明のコンピュータネットワークシステムの分割ダウンロードの処理手順を示
すフローチャートである。
【図５】本発明に係るコンピュータネットワークシステムの他の実施の形態を示すブロッ
ク図である。
【図６】本発明に係るコンピュータとしての汎用コンピュータの構成例を示す模式図であ
る。
【図７】本発明に係る記録媒体に記録されたコンピュータプログラムの内容を示す模式図
である。
【符号の説明】
１　　サーバユニット（サーバコンピュータ）
２　　クライアントユニット（クライアントコンピュータ）
10　　記憶媒体
12　　バックアップファイル
13　　更新情報ファイル
14　　更新データファイル
20　　記憶媒体
21　　運用システムファイル
23　　セルフメンテナンスシステムファイル
24　　更新データファイル
100 　  LAN回線
213 　更新処理部
214 　更新処理判定部
205M　フレキシブルディスク
206M　 CD-ROM
PG　　コンピュータプログラム
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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